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三戸中央病院経営強化プランの点検・評価
（令和５年度、６年度実績）

対　　象　　期　　間

令和６年度中の許可病床数
の変更状況

病床種別

一般・療養病
床の病床機能

令和６年度当初の許可病床数
（令和6年4月1日現在）
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地域医療構想を踏まえた役
割

【計画概要】
　八戸地域の現状・課題として、①500～400床の中規模の病院が併存しており、診療機能の重複、医師の減による機
能低下が考えられ、また、一部自治体病院では病床利用率の低迷がみられ、再編・ネットワーク化の検討が必要であ
る。②三戸・田子地域は、人口減少の中でへき地等医療提供体制の整備を図る必要がある。と認識されています。
　①では一般病床の削減と、在宅医療・回復期医療の充実に向けて地域包括ケア病床・療養病床の維持を図ります。
　②のへき地等医療提供体制の整備は、これまで実施してきた田子診療所との医療連携（医師の相互派遣、当院での
患者受入れ）を継続し、三戸・田子地域の医療提供体制を維持します。

【具体的な取り組み】
・令和６年度末に一般病床を12床削減（57床→45床）した。地域包括ケア病床・療養病床については病床数を維持（地
域包括ケア20床、療養19床）した。総病床数は96床から84床となった。
・田子診療所との医療連携（医師の相互派遣、患者受入れ）を継続して実施した。

地域包括ケアシステムにお
ける役割

【計画概要】
　当地域の医療を守るため、医療連携室が中心となり、市町村地域包括支援センター、ケアマネージャー等関係者と
連携し、切れ目のない医療・介護・福祉について中核的な役割を担い、地域包括ケアシステムの機能を果たします。
　在宅医療については、訪問診療・訪問看護・訪問リハビリの機能を提供しています。高齢化により在宅医療の需要は
今後増加が見込まれることから、訪問診療・訪問看護・訪問リハビリ機能の提供体制を維持します。

【具体的な取り組み】
・医療、介護、福祉、行政による地域ケア会議を開催し、事例研究を行った。
・在宅医療（訪問診療・訪問看護・訪問リハビリ）を継続して実施した。
　令和５年度：1,079件（訪問診療655件、訪問看護185件、訪問リハビリ239件）
  令和６年度：1,089件（訪問診療573件、訪問看護117件、訪問リハビリ399件）

機能分化・機能連携 【計画概要】
・救急機能
　田子診療所等からの医師応援の継続と、八戸市立市民病院から八戸圏域連携中枢都市圏事業による宿日直医師
の派遣協力を得ながら、24時間365日の二次救急機能を維持します。
・後方支援機能
　病床の稼働状況や受入可能病状等の情報を積極的に連絡・共有し、八戸市立市民病院・八戸赤十字病院等で高度
な医療を受診した患者の受入れを強化します。
　また、受入患者の在宅復帰のための医療とリハビリテーション機能の提供体制を維持します。人工透析治療を必要と
する患者が、住み慣れた地域で治療を受けられる体制を維持するため、人工透析部門の効率化を図ります。
・役割分担
　病床数は削減を基本とし、一般病床は病床数の削減、地域包括ケア病床・療養病床は病床数の維持を図り、介護施
設と在宅からの患者受入れと、地域住民の在宅復帰の支援を行います。
　田子診療所からの検査受入れ、増悪の可能性のある患者の受入れを今後も継続し、へき地等医療提供体制を維持
します。
　外来機能については、近接する病院と役割・機能が重複する非常勤診療科について、病院間の役割分担・連携強化
を検討します。

【具体的な取り組み】
・田子診療所からの宿日直応援医師の受入れ、非常勤宿日直医師の確保により、二次救急機能を維持した。
　救急患者数　令和５年度：2,181人、令和６年度：2,062人
・八戸市立市民病院等から療養期の患者を受入れした。
　受入患者数（うち八戸市立市民病院）　令和５年度：465件（109件）、令和６年度：520件（129件）
・一般病床を削減した一方で、療養病床数を維持した。
・在宅のほか、近隣介護施設や田子診療所等から患者を受入れし、医療提供体制を維持した。
・近接病院との非常勤診療科の役割分担・連携強化は、引き続き検討することとした。

令和５年度当初の許可病床数
（令和5年4月1日現在）

病床種別
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新興感染症対応 【計画概要】
　新興感染症の感染拡大に備え、感染防止対策委員会が中心となり、院内感染対策の徹底、有事に備えた研修・訓
練の実施、新興感染症に備えた対応方針を作成し、共有します。

【具体的な取り組み】
・感染防止対策委員会や院内感染ラウンド、ICTメンバーによる打合せを定期的に実施した。
・感染対策研修会を開催した。

一般会計負担の考え方 【計画概要】
　一般会計が負担すべき経費の範囲を明確化し、基準額・算出根拠を遵守します。効率的な経営を行ってもなお生じる
資金不足については、年度毎に上限額を設定したうえで、一般会計が解消を支援します。

【具体的な取り組み】
・繰出基準による一般会計繰入金のほか、資金不足解消のため基準外の繰入れを行った。
　一般会計繰入金（うち基準外）　令和５年度：651,467千円（76,873千円）、令和６年度：717,693千円（150,080千円）

住民の理解 【計画概要】
　毎月発行の公報チラシ「さんびょうだより」に加え、ホームページ、ＬＩＮＥ等の各種ＳＮＳの活用により、病院に関する
情報を積極的に発信し、町民の病院に対する理解を深めるための活動を実施します。

【具体的な取り組み】
・さんびょうだよりの発行のほか、ホームページ、ＳＮＳ（LINE、X、インスタグラム）により情報を発信した。

（

２
）
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【計画概要】
　医師の時間外労働の削減に向けた取組として、①適切な労務管理の推進②タスクシフト／タスクシェアの推進③ＩＣＴ
の活用④医師会や近隣医療機関との連携といった取り組みが必要とされています。
　医師の「自己研鑽」と「労働時間」の区別について、令和６年４月の医師の時間外労働規制開始までに明文化し、正
確な労働時間管理を行うよう努めます。
　医師事務作業補助者の配置の充実や他職種間の役割分担について、検討を継続します。

【具体的な取り組み】
・医師の労働時間管理、医師事務作業補助者の配置等を継続して実施した。
・令和６年度に電子カルテシステムを更新した。
・非常勤の宿日直医師の派遣により、常勤医師の勤務環境を改善した。

事務局体制の強化 【計画概要】
　事務職員の庁内他部門との人事異動により専門性の高い事務職員の育成が難しいため、業務の可視化・標準化に
より、業務分担を容易にできるようにし、業務の効率化を図ります。
　ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進の対応として、ＩＣＴに精通した人材の育成、システムの有効活用とセキュ
リティの強化を図るため、人材の確保・育成、外部への委託など外部人材の活用も含め、専門性の高い職員の確保に
取り組みます。
　外部研修への参加によるスキルアップ、専門事業者の活用や外部人材による経営指導を継続しながら、業務改善と
人材育成に取り組みます。

【具体的な取り組み】
・研修に参加し、スキルアップを図った。
・外部人材による経営指導を継続して実施した。

医師・看護師等の確保 【計画概要】
　医師の確保については、研修費用の負担、医師事務作業補助者の配置の充実等これまでの取組みを継続するとと
もに、青森県からの派遣により、常勤医師７名体制を維持します。非常勤医師については、今後も、派遣元との情報交
換・相談を密に継続し、維持・確保に努めます。
　看護師等医療従事者については、新卒・中途採用に向けた採用試験の実施、青森県が実施する「看護師・薬剤師共
同採用試験」の活用のほか、病院単独の独自採用試験、転職希望者向けの個別選考採用試験の随時の実施など、
看護師、医療技術員の確保に努めます。
　当院の地域における役割の周知や現職員の働き方等の情報を積極的に発信していくと同時に、多様な勤務形態の
検討や職員採用の柔軟化、キャリアアップのための研修参加等の人材育成に向けた取組、働きやすい職場環境にす
るための勤務環境整備等、多様な手段を講じ、令和４年度末と比較して常勤看護師を３名以上増員し、医療技術員は
現員数を維持するよう取り組みます。

【具体的な取り組み】
・常勤医師7名体制を維持した。
・派遣元（青森県や弘前大学医学部など）に対し、訪問や来院時の面談により、派遣継続の要望活動を行った。
・看護師、医療技術職員の採用のため、定期採用試験のほか、青森県共同採用試験への参加、随時採用試験の実
施、人材紹介会社の活用を行った。
　看護師職員数（うち常勤職員数）　　　　令和５年度末：63名（53名）、令和６年度末：67名（58名）
　医療技術員職員数（うち常勤職員数）　令和５年度末：24名（20名）、令和６年度末：24名（22名）

医師の働き方改革への対応
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①

②

③

④

① 上段（青色セル）：目標、中段：実績、下段：達成度

1)収支改善に係るもの 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 備考

99.8 99.8 100.0 100.2 100.3

103.5 120.1 102.6 91.1

102.8% 91.3%

71.4 77.4 77.7 78.0 78.2

78.2 73.7 72.6 70.6

101.7% 91.2%

64.5 70.6 70.9 71.2 71.4

71.3 67.0 65.8 64.0

102.0% 90.7%

5.7 4.2 2.9 1.3 －

29.1 6.3 1.4 6.9

24.6% 164.3%

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 備考

54.0 67.0 68.0 69.0 69.0

66.3 54.6 51.3 57.2

95.0% 85.4%

168.0 184.0 181.0 179.0 175.0

190.7 187.4 175.9 177.2

104.7% 96.3%

96.0 96.0 84.0 84.0 84.0

96.0 96.0 96.0 84.0

100.0% 87.5%

56.3 69.8 78.2 82.1 82.1

69.1 56.8 53.4 59.6

94.8% 85.4%

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 備考

78.8 73.6 73.9 74.2 74.6

76.2 77.6 79.1 79.4

100.4% 107.9%

10.5 9.4 9.4 9.4 9.4

9.3 10.5 10.4 12.0

99.0% 127.7%

3)経費削減に係るもの

給与費対医業収益比率
（％）

材料費対医業収益比率
（％）

病床利用率（％）

経営指標に係る数値目標

経常収支比率（％）

医業収支比率（％）

2)収入確保に係るもの

１日平均患者数
入院（人）

修正医業収支比率（％）

資金不足比率（％）

１日平均患者数
外来（人）

病床数（床）

（

３
）

施
設
・
設
備
の
最
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化

施設・設備の適正管理 【計画概要】
　医療機器等の更新は、診療上の必要度等について検討し、適宜更新を行います。
  建物等の基幹設備は、これまで計画的な設備更新は行われていませんが、建物の経年劣化に伴い、今後は順次更
新時期を迎えることが想定されており、障害発生時の影響、設備更新や改修にかかる多額の費用が懸念されるため、
メンテナンス計画を策定し、計画的な設備更新を行います。

【具体的な取り組み】
・老朽化している医療機器の更新を実施した。
　令和５年度：内視鏡システム等、令和６年度：医療用画像管理システム

新興感染症対策のための整
備

【計画概要】
　新型コロナウイルス感染症対策のための整備を参考に、院内設備の適切な整備について検討を行います。

【具体的な取り組み】
・新興感染症対策のための院内設備の整備は、引き続き検討することとした。

デジタル化への対応 【計画概要】
　平成30年度に導入済みの電子カルテシステムについて、令和６年度において、新システムへの更新を行う予定であ
り、システムの有効活用により、医療事務の更なる効率化を図ります。

【具体的な取り組み】
・令和６年度に電子カルテシステムの更新を実施した。

施設・設備等の他用途への
転用

【計画概要】
　現在、利用を休止している２階病棟について、公的施設への転用等有効活用を検討します。新改革プランでは、老人
保健施設等への転換を含めた施設の活用と収益向上を図る計画でしたが、運営に必要な職員確保が進まず、老人保
健施設等への転換は行われないまま現在に至っています。
　大きな支出を伴う設備転換は費用支出の観点から現実的に難しく、慎重な検討が必要となります。

【具体的な取り組み】
・２階病棟の転用等有効活用は、引き続き検討することとした。

（

４
）

経
営
の
効
率
化
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令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 備考

7 7 7 7 7

8 7 7 7

100.0% 100.0%

53 55 56 57 57

55 54 53 58

100.0% 105.5%

1,416,188 1,176,567 936,950 700,485 459,394

1,881,983 1,647,997 1,416,188 1,176,567

100.0% 100.0%

②

1)医療機能に係るもの 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 備考

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

1,538 1,648 2,181 2,062

136.3% 128.9%

720 720 720 720 720

724 637 655 573

91.0% 79.6%

240 240 240 240 240

233 189 185 117

77.1% 48.8%

240 240 240 240 240

252 192 239 399

99.6% 166.3%

2)連携強化に係るもの 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 備考

470 470 480 490 500

435 469 465 520

98.9% 110.6%

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

999 1,069 1,001 1,062

100.1% 106.2%

③ 経営改善に向けた具体的な取組

1)役割・機能の最適化

病床数の見直し

後方支援機能の強化

救急機能の維持

非常勤診療科の検討

人工透析治療の効率化
等

救急患者数〈人）

訪問リハビリ件数（件）

職員数
常勤医師（人）

実績

4)経営の安定性に係るもの

職員数
常勤看護師（人）

企業債残高（千円）

病院機能に係る数値目標

訪問診療件数（件）

訪問看護件数（件）

紹介数（件）

逆紹介数（件）

　人工透析治療が必要な患者の受入体制を維持しなが
ら、透析治療に従事する看護師等が他の業務を支援でき
る体制を構築し、効率的な外来運用を目指します。

・人工透析治療が必要な患者の受入体制を維持
・人工透析件数
　令和５年度：3,218件
　令和６年度：3,774件

計画

　現在の96床（一般57床、地域包括ケア20床、療養19床）
から、地域医療構想における推計年である令和７年までに
84床（一般45床、地域包括ケア20床、療養19床）に減床
し、令和９年度まで削減後の病床数・病床機能を維持しま
す。

令和６年度末に12床減床
  一般　　　　　　　57床　　　45床
  地域包括ケア   20床 →　20床
  療養　　　　　　　19床　　　19床
　計　　　　　　 　　96床　　　84床

　中核病院の後方支援機能を果たすため、病床の稼働状
況や受入れ可能病状等の情報を積極的に連絡・共有し、
八戸市立市民病院・八戸赤十字病院等で高度な医療を受
診した患者の受入れを強化します。

紹介件数（うち八戸市立市民病院）
　令和５年度：465件（109件）
　令和６年度：520件（129件）

　非常勤医師による応援の継続・拡充と、八戸圏域連携中
枢都市圏事業による八戸市立市民病院からの宿日直医
師の派遣により、二次救急機能を維持します。

・田子診療所等からの宿日直医師の派遣により、二次救
急機能を維持
・救急患者数
　令和５年度：2,181人
　令和６年度：2,062人

　八戸市立市民病院から、整形外科医と脳神経外科医の
派遣を受け、地域で医療サービスを受けられる体制を維
持します。
　近接する病院と役割・機能が重複する非常勤診療科に
ついては、病院間の役割分担・連携強化を検討します。

・八戸圏域連携中枢都市圏事業による整形外科医と脳神
経外科医の派遣の継続
・近接病院との非常勤診療科の役割分担・連携強化は引
き続き検討
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田子診療所との医療連
携の維持

在宅医療機能の維持

一般会計負担の見直し

2)組織・体制・マネジメントの強化

医師の確保

看護師・医療技術員の
確保

医師の働き方改革への
対応

事務局体制の強化

3)施設・設備の最適化

施設・設備の適正管理

デジタル化への対応

施設・設備等の他用途
への転用

総合評価  役割・機能の最適化では、一般病床の削減により、病床数の適正化を図りつつ、予定した病床機能、医療提供体制を
維持したことや、介護・福祉・行政との連携、在宅医療の提供、24時間体制での二次救急の受入れ、高度急性期病院
の後方医療機関としての回復期患者の受入れなど、概ね計画どおり実施した。非常勤診療科については、医療需要を
勘案しつつ、他医療機関との機能分化を引き続き検討する必要がある。
　組織・体制・マネジメントの強化では、概ね計画どおり実施したが、職員の確保、医師の働き方改革への対応、ＩＣＴに
精通した人材の育成を強化する必要がある。
　施設・設備の最適化では、医療機器は適宜、更新を行った。今後、施設や設備の更新、転用について検討を進める
必要がある。
　経営の効率化では、令和５年度は補助金により計画値を上回る経常黒字となったが、令和６年度はコロナ禍で減少
した入院患者数の回復が鈍いことや人件費、材料費等の高騰により、収支は赤字となり、これに伴い、経営指標も計
画値を下回る結果となった。
　病院経営を取り巻く環境は非常に厳しい状況となっているが、地域医療の維持・継続のため、経営強化プランの推進
を図る。

　田子診療所との医師の相互派遣、患者の受入れ等を継
続し、三戸・田子地域の医療提供体制を維持します。
　町内及び近隣町の介護施設からの患者受入れを継続
し、地域住民の在宅復帰を支援します。

・田子診療所との医師の相互派遣等を継続して実施
・介護施設からの患者受入れを継続して実施

　高齢化により需要の増加が見込まれることから、訪問診
療・訪問看護・訪問リハビリ機能の提供体制を維持しま
す。

・訪問診療件数
　令和５年度：655件、令和６年度：573件
・訪問看護件数
　令和５年度：185件、令和６年度：117件
・訪問リハビリ件数
　令和５年度：239件、令和６年度：399件

　病院施設の規模と患者数の差異が拡大し、効率的な経
営を行ってもなお資金不足が生じる経営状況であるため、
計画期間中は一般会計が基準外繰出により資金不足の
解消を支援します。

一般会計繰入金（うち基準外）
　令和５年度：651,467千円
　　　　　 　　　 （76,873千円）
  令和６年度：717,693千円
　　　　      　 （150,080千円）

計画 実績

　医師奨学金貸与事業、医師住宅の確保、研修費用の負
担、医師事務作業補助者の配置等、これまでの取り組み
を継続し、青森県立中央病院からの派遣を受け、常勤医
師７名体制を維持します。

常勤医師数
　令和５年度末：７名
　令和６年度末：７名

　新卒・中途の採用に向けた採用試験の実施、「看護師共
同採用試験」「薬剤師共同採用試験」の活用等これまでの
取組に加え、夜勤専従・短時間勤務等の多様な勤務形態
の導入、随時採用や人材紹介・人材派遣会社の活用等の
職員採用の柔軟化により、看護師、医療技術員の確保に
努めます。

・看護師等職員数（うち常勤職員数）
　令和５年度末：63（53）
　令和６年度末：67（58）
・医療技術員職員数
　令和５年度末：24（20）
　令和６年度末：24（22）

　医師の「自己研鑽」と「労働時間」の区別について、令和
６年４月の医師の時間外労働規制開始までに明文化し、
正確な労働時間管理を行うよう努めます。
　医師事務作業補助者の配置の充実や他職種間の役割
分担について、検討を継続します。

・医師の労働時間管理、医師事務作業補助者の配置等を
継続して実施
・非常勤の宿日直医師の派遣により、常勤医師の勤務環
境を改善

研修参加、外部人材による経営指導を継続して実施

計画 実績

　医療機器等の更新は、診療上の必要度・採算性・コスト
について、関係部署・事務局を経て管理会議で検討し、適
宜更新を行います。
　基幹設備についてはメンテナンス計画を策定し、計画的
な更新を行います。

医療機器の更新
　令和５年度：内視鏡システム等
　令和６年度：医療用画像管理システム等

　既に導入済みの電子カルテシステムについて、令和６年
度において、新システムへの更新を行い、医療事務の更
なる効率化を図ります。

電子カルテシステムは、令和６年度に新システムへ更新済
み

　現在、利用を休止している２階病棟について、公的施設
への転用等有効活用を検討し、施設・設備の最適化を図り
ます。

２階病棟の転用等有効活用は引き続き検討

　ＩＣＴに精通した人材の確保・育成、外部への委託など外
部人材の活用も含め、専門性の高い職員の確保に取り組
みます。
　研修参加によるスキルアップ、外部人材による経営指導
を継続し、業務改善と人材育成に取り組みます。
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・令和５年度は計画策定年度であったことから、概ね計画どおり推移した中で、収入において外来収益や補助金（新型コロナ
ウイルス感染症病床確保事業費補助金）が計画値を上回ったほか、支出において経費が計画値を下回ったことで、純損益
が計画値を48,234千円上回る108,933千円の黒字決算となった。

・令和６年度は、収入において外来収益は計画値を上回ったものの、コロナ禍で減少した入院患者数の回復が鈍かったこと
で、入院収益が計画値を下回り、また、支出においては、給与改定などにより職員給与費が増加し、賃金の引上げ、資材の
高騰により経費、材料費が増加した。給与改定による職員給与費の増加分などを特別利益（一般会計繰入金）で補填した
が、不足額全体の補填には至らず、計画値を89,629千円下回る27,342千円の赤字決算となった。
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・令和５年度一般会計繰入金は、収益的収支487,411千円、資本的収支164,056千円、総額651,467千円となった。基準内繰
入金は計画値から740千円増の574,594千円、基準外繰入金は計画値から740千円減の76,873千円となった。
・令和６年度は、給与改定による職員給与費の増加分などの補填のため、繰入金総額は計画値を48,902千円上回る717,693
千円となった。基準内繰入金は建設改良費の圧縮により、計画値から14,991千円減の567,613千円、基準外繰入金は特別利
益への充当などにより計画値から63,893千円増の150,080千円となった。

・令和５年度、令和６年度ともに新たな借入を行わず、計画どおりの償還を行った。
・令和５年度は、補助金（へき地医療拠点病院設備整備費補助金、国民建康保険保険給付費等交付金特別交付金）を活用
し、内視鏡システムなどを更新した。また、薬学生1名に対し、奨学金60万円（月額5万円×12月）の貸付を行った。
・令和６年度は、補助金（へき地医療拠点病院設備整備費補助金、国民建康保険保険給付費等交付金特別交付金）を活用
し、医療用画像管理システムなどを更新した。また、薬学生1名に対し、奨学金180万円（月額15万円×12月）の貸付を行っ
た。
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